
１．歴史的概要
社会的経済のヨーロッパ的な概念はサードセク

ターとも呼ばれるが、それは公的セクターとも資
本主義セクターとも区別されるもので、非営利原
則すなわち制限利子原則、民主的管理（ガバナン
ス）によって運営される。しかし、韓国において
も依然としてあまりよく知られていない概念であ
る。韓国には各種協同組合や活発な非営利セクタ
ーが存在していることも確かであるが、それぞれ
異なる歴史的背景を持ち、共通の価値観や自画像
を共有しているわけではない。したがって、フラ
ンスで１９７０年代、ひきつづきヨーロッパ各国で出
現したような、１つの特別な経済セクターとして
一緒に推進するということはなかった。
しかし、韓国の社会的経済組織はきわめて限定

的で、ニッチな役割ではあるが、社会的経済やサ
ードセクターを文化的政治的に根付かせる役割を
果たしてきた。その点について、私は２００２年の論
文で論じた（参考文献）。ここでは簡単に、韓国
の儒教的伝統が、社会的経済の発展にとって長所
と短所があるということに触れたい。韓国の８０年
間（１９１０年から１９８７年）にかけて、権威主義的な
政治体制が継続したが、日本の植民地時代（１９１０
－１９４５）と独裁体制時代（１９４８－１９８７）のいずれ
においても、窒息するような社会において社会的
経済的な動きというものが政治的に根付いていっ
たと言うことができる。
韓国の社会的経済が、韓国の文化的政治的な流

れのなかで、１つは国家代理的な特徴を持つもの
（伝統的な協同組合や一部の市民団体）や営利主

義的特徴のもの（財団）が登場した。この２極の
間に、ヨーロッパモデルとしての社会的経済の組
織が出現したと見ることができるが、それはニッ
チでもあり、慈善的組織に近いもので、社会運動
組織や自助組織という性格は弱かった。
ギイ（Guy，１９９１）の定義による古典的区分で

は、それらは公益団体と呼べるものであり、相互
扶助組織と公益機関との中間にあるようなもので
あった。すなわち、それらのほとんどは、下から
作られる組織ではなくて、上から作られる組織で
あった。儒教思想と独裁体制が結びついて、上下
関係や義務や画一性が押しつけられ、下からの自
主性は抑圧されて上からのトップダウン方式が強
調されて、強権的国家権威の下にあったために、
社会的経済のもつ諸原則（民主主義、人権、平等、
任意の参加、草の根からの意思決定、多様性の尊
重、国家の干渉からの自律性など）は敵対視され
てきた。１９２０年代に最初の消費生協運動が起きた
が、それは日本の植民地支配に対する朝鮮人民の
経済的独立を目指す精神によって進められたもの
であり、ヨーロッパでは労働者人民階級の運動だ
ったが、朝鮮では知識人が進めた運動であった。
医療や社会サービスの分野では韓国の社会的経

済の担い手は、これまで市民団体（アソシエーシ
ョン）や財団であった。とりわけ財団は、事業高
や雇用数において規模が大きい。しかし、その多
くは小規模であり、また福祉分野の NPOは対人
サービスのニッチな部分（高齢者、保育、障害者）
で活動している。いくつかの研究では、それらの
団体は非営利法人法に基づくものであるが、財団
の多くは、営利であり、また免税団体を目指して
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いる。一方、多くの社会福祉センターは公的扶助
制度の中に組み込まれており、財源の多くの部分
を出している地方自治体の監督下に置かれている。
したがって、NPOも財団のいずれも、営利セク
ターに近いか公的セクターに近いかである。いず
れも民主的原則は適用されていない。とくに財団
は、メンバーシップよりも資本や資金を重視して
いる。市民団体の場合もメンバーシップはあまり
重視されていない。韓国の社会サービスを行って
いる非営利組織のもうひとつの特徴は、ボランテ
ィアにあまり依存していなことである。非営利組
織は社会サービス提供では重要な役割を果たして
いるが、財団の多くは社会サービス提供をしてい
ない。社会福祉センターは、地方自治体の社会福
祉制度に組み込まれていて、社会運動や個人参加
というよりも慈善原則に基づいたものといえる。

２．新しい担い手の登場
最近、韓国の社会的経済に大きく影響を与える

２つの事柄があった。１９８７年の政治民主化は、韓
国市民社会の自由拡大と自立性の拡大に道を開き、
いわゆる「市民社会の１０年」が誕生したのである。
それは生協や医療生協などを含む多くの市民運動
の登場を伴うものであった。特徴的なのはこれに
よって、従来ある協同組合も、より国家からの自
立を図ろうという動きを示すようになったことで
ある。また１９９７－１９９８年の激しい経済危機は数百
万人の韓国人を貧困に陥れ、伝統的な家族連帯が
機能しないことが明らかとなり、既存の社会諸制
度が貧困や大量失業の突発などの諸問題に効果的
な回答を示すことができず、結果として急速に社
会的危機に陥った。
この２つの出来事に加えて、より構造的な変化

が韓国社会を大きく転換させ、また社会的経済の
状態をも転換させた。１９６０年代に進んだ急速な産
業発展によって、韓国社会は人口構成の変化とい
う問題を発生させた。女性の経済活動への参加が
増加し、高齢社会化が進み、核家族が登場し、さ
らには伝統的な地域コミュニティや地域連帯が崩
壊し始めた。その結果、以前には主婦が担ってい
た仕事は家の外で組織化されねばならず、公的福
祉の拡大化がもたらされ、また社会的経済の役割

が一層注目されるようになった。しかし、公権力
は十分な公的福祉を提供できなかったので、その
代わりに社会的経済に関心を向けて、とりわけ社
会的企業を公的制度の整備と公的支出の急速な増
加を避けるために代替しようとした。
１９８０年代の民主化の後に市民運動は大きく花開
き、社会経済的問題と政治的問題に関与するよう
になった。環境保全、社会的正義の推進、腐敗政
治家糾弾、福祉制度の構築、大企業の少額株主運
動などである。情報コミュニケーション技術を駆
使して、市民運動は市民参加の範囲を拡大し、情
報普及を行い、市民運動が目に見えるようにし、
政策に影響を与え、支援の基盤を拡大した。市民
運動は NPOよりも多くの人を集めて、国家から
もまた営利セクターからもより独立的に活動する
という点で、社会的経済に近づくようになった。
とはいえ、市民運動の活動はアドボカシー（相談
援助）が主たるもので、経済活動の規模は小さか
ったので、会員は多くとも雇用は少ないものであ
った。厳密に見れば、これらは企業的活動を行っ
ているとはいえない。「企業」と言うとするなら
ば、従業員に賃金を支払い、年間予算や公認の会
計報告書を作っていなければならない。
このような動きは、２つの大きな変化を社会政

策と福祉政策にもたらした。それは第一に（１）
「福祉システムの発展」である。これは社会保険
制度の拡大によって特徴づけられる。従来はきわ
めた限られた人を対象にし、支給も限られていた
が、大胆な制度改革によって、基本国民所得の底
上げを、労働従事を社会的経済組織と契約化する
ことで強制的に促進しようという政策をとった。
最近（２００８年）、新特別保険制度が導入され、高
齢者長期介護が実施された。これはドイツと日本
の介護保険制度に触発されたものである。これに
よって、将来的に韓国の社会的経済は大きく発展
するだろう。日本で協同組合や非営利組織が高齢
者介護サービス事業を促進してきているように、
韓国でも福祉ミックスに進むかもしれない。
第二に（２）「社会的経済組織がより注目され

る」ことである。諸権利を遂行できない人々「脆
弱階層」（失業者、障害者、社会的少数派など）
に対する社会サービスの主要な供給者に社会的経
済組織はなることができるし、また韓国政府が強
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調する「福祉から労働」という政策に見合った効
果的なパートナーとみなさる可能性が高いからで
ある。
この新しい社会的政治的変化は、新しい社会的

経済組織の登場を促すが、それは伝統的な非営利
組織や市民運動組織とは違った特徴を持ったもの
である。社会的経済組織は、伝統的な農協や漁協
に比べると官僚主義的でなく、また国家支配から
も遠い。また社会問題に取り組んでいるという点
でも違った分野で活動している。この社会的経済
組織という新しいものの登場を示すものの先駆と
しては、１９６０年代に登場した２つの種類の信用組
合、「信用組合」（CUs）とコミュニティ信用組合
（CCCs）である。ただしこれらが法制度化され
たのは１９７０年代である。従来の農協などが銀行事
業を行っているが、これら信用組合は、都市貧困
層に個人口座を持たせて、低所得家庭や、一般金
融機関から借り入れが困難な中小企業に貸し付け
を行うことに特化している。これら信用組合は、
より参加的な機能を目指しており、それは農協や
漁協などの伝統的な協同組合と比較して、転換的
協同組合と呼べるもので、農協や漁協の後に生ま
れた生協や医療生協に比べても新しいものである。
ガバナンス（運営）の方式が異なるので、信用組
合の間でも最近は違いが見える。すなわち、コミ
ュニティ信用組合（CCCs）は、職員数が１９９８年
の２１，０００人から２００７年の３１，０００人に増加している。
一方、信用組合（CUs）は、経営腐敗や不祥事に
より１９９８年の経済危機に倒産に追い込まれたもの
もあり、職員数は１９９８年の１３，０００人から２００６年に
は８，０００人と減少している。
１９８７年以降、市民社会はより新しい開かれた社
会的政治的状況になり、コミュニティ信用組合も
信用組合も「生協」の登場に道を譲り、ヨーロッ
パ的な社会的経済の考えに近い独立性の高いもの
が登場してきたことになる。生協は、伝統的な協
同組合と違って、政府によって作られたものでも
なく、公共政策の枠組みの中に置かれるものでも
なく、市民社会に根拠を置き、その一部は先に述
べた転換的協同組合から直接に生まれたものであ
る。したがって、それはより独立的であり参加的
な形態をとるが、依然としてニッチな分野にとど
まっている。日本やヨーロッパ各国に比べると未

発達である。伝統的な協同組合と比較すると、そ
れらは従業員数も少なく、組合員数も少ないが、
組合員の投票権が強調されている。活動分野は、
有機食品販売、医療が有力である。組合員の民主
的運営と参加は、伝統的な協同組合に比べて、そ
の価値が強調されるのは、規模が比較的小さいこ
とにもよる。
こうした転換的協同組合が最初に登場したのは、

１９７９年に信用組合によって設立された、現在は消
滅したが、シンリ生協の取り組みであった。その
後、信用組合によって進められた取り組みのいく
つかが１９８３年にまとまって、非公式な連合組織を
設立し、１９８７年に非営利組織として登記された。
それが「韓国生協（消費者協同組合）連合会」で
ある。この運動は、１９９８年に生協法の制定に決定
的な役割を果たした。すなわち、ヨーロッパよお
び日本に比べてさえも非常に遅れた生協運動であ
ったが、韓国では新しい協同組合運動と見なされ
ている。日本では生協は伝統的協同組合とみなさ
れているはずである。オルターナティブとしての
生協運動は異なるルーツを持つ（農民組合、フェ
ミニズム運動、環境運動、大学・学園運動など）
が、現在は８つの全国ネットワークを持ち、医療
生協はその一つである。２００７年７月の調査によれ
ば、全国８つの生協ネットワークをあわせると、
全部で２２１生活協同組合、約４万人組合員（その
うち２０％は２００５年以降の増加）、事業高は３３００億
ウォン（２００５年対比２３％増）である。
最近「新しいタイプの財団」が、社会問題とり

わけ貧困大祭、労働参入の分野で登場してきた。
これらは民間非営利組織や市民運動のリーダーた
ちによって主導されてきており、政府や営利セク
ターとのつながりはない。新しい財団の一部、た
とえば「協働財団」や「韓国社会的投資財団」は、
とくに仕事の創出と起業に取り組んでおり、さら
に社会的弱者の貧困軽減や社会的統合を進めてい
る。これらの財団は、１９９８年経済危機以降に始ま
った社会的企業の推進の中心的な担い手である。
これにより市民社会運動は、労働者協同組合に触
発されたし、国家統制的ではあるが、２００６年には
社会的企業促進法が制定された。
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３．社会的経済組織と医療
韓国の医療保障制度は１９６０年代に形成され始め

て、漸次拡大され、近年とりわけ整備された。現
在は３つの制度がある。すなわち国民医療保険制
度（NHIP）、医療扶助制度（貧困世帯に定額の補
助金を支給する制度）、それと２００８年にスタート
した長期介護保険制度である。２０００年に開始され
た医療改革は、たくさんあった医療基金を全国基
金の国民健康保険公団に統一した。国民医療保険
制度（NHIP）は全人口の９８％をカバーするが、
その給付水準は依然として低い。その結果、本人
支払いの比率が、韓国の場合は３８％と、OECDの
平均２０％と比べると高い。
非営利セクターは、財団が大きな病院を経営し、

規模の小さいアソシエーションは福祉センターを
運営しているが、総じて韓国の医療供給の以前か
らの供給者である。財団の病院は高度で高額な医
療を、アソシエーションの病院は貧困層を主たる
対象としている。しかしながら、財団は営利性が
強く、アソシエーションは福祉センターとして国
家代理機関の性格が強いので、これらは、営利セ
クターや公的セクターのいずれとも異なるサード
セクターとしての社会的経済組織とは少し違う。
より興味深いのは、最近の市民運動と医療生協

の動きである。市民運動は、福祉制度の拡大とリ
ニューアルに積極的に貢献しているし、医療生協
は地域医療供給体制と運営において独自の取り組
みを革新的に行っている。この２つの動向は、社
会的経済組織の２つの機能を表している。すなわ
ち「アドボカシー（相談援助）機能」であり、こ
れまで取り上げられなかったニーズや社会的正義
に関わる問題に取り組み、解決のための主体的決
定ができるように導く。第二は「生産的機能」で
あり、民主的運営や非営利原則などの価値やルー
ルに基づく独自の生産形態を作り上げることであ
る。いずれにも共通しているのは、市民社会の主
導的な役割で、これが韓国では新しい特徴として
考えられ、先に述べた歴史的文化的な背景によっ
て登場してきたものなのである。
１９８７年の政治民主化以後に活発化した市民運動
は、韓国のアドボカシー（支援相談）事業の形成
に決定的な役割を果たし、経済成長と社会政策の

バランスのために貢献した。このことは従来のバ
ラバラの社会保険制度に対して、２０００年に国民基
本生活保障制度（NBLSS）の導入し、国民的連
帯の新しい境地を開いた。また参加的民主主義の
ための「民衆参与連帯（PSPD）」は、韓国の大き
な市民運動の１つであるが、政策決定に大きな影
響を与える存在となった。

Kwon/Holliday（２００７）が述べたように、「【韓
国の】福祉国家の拡大は１９９０年代後半からである
が、どちらかと言えば中途半端なものになってし
まった」。多くの研究者はこれは【韓国の】社会
福祉の新しい傾向だと言う。Lee（２００５）によれ
ば、社会福祉のテーマは、「民主主義形成のため
に政策議論や国家政策日程（アジェンダ）から、
韓国の歴史初めての市場経済によるショックをい
かに堪え忍ぶかに」移ってしまった。その結果、
社会保障支出は急速に増加し、１９９６年には５％増
だったのが、２００１年に８％増となった。しかし、
日本やヨーロッパと比較して韓国に特徴的なのは、
医療にたいする公的支出の比率が OECDの平均
値の７３％と低いことである。
しかし、医療生協は、隅っこで数も少ない存在

であるがそれなりに成長している。韓国の医療生
協は前述したように、生協から派生したものであ
り、法的認知を受けたのは最近のことである。１９９０
年代半ばに登場した医療生協は現在では約１５，０００
世帯が加入し、年間事業高は９００億ウォンである。
西洋医療、東洋医療、歯科などを供給している。
医療生協は医療の質においても貢献している。

それは医療が地域開発推進の役割を果たしている
ことである。そもそも医療生協は市民社会（移民
グループ、協同組合、キリスト教グループ、医療
労働者団体など）から出発しているのであり、民
主的運営、組合員参加を志向し、女性、高齢者、
障害者を含めた社会的弱者の社会的統合に貢献し
ようとしている。
地域開発的に見ると、ソウル郊外に医療生協は

展開している。韓国はどの地域も中央集権化が激
しいのであるが、最初の医療生協は、安城地方で
農民団体とキリスト教学生協会によって１９９４年に
スタートした。２年後に仁川にキリスト教組織と
医療労働者グループによって第２の医療生協が設
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立された。３番目は２０００年に安山に市民運動と医
療研究センターの後押しによって設立された。現
在４つの医療生協（安城、太田、安山、仁川）が
あり、こうした医療運動全体の７５％を占めている。
すなわち組合員数の７５％を組織している。２００２年
にソウルにも医療運動は拡大して、２００８年には合
計１２カ所できている。そのうち４つは２００７年に設
立された。医療生協はいずれも、生協、信用組合
員のグループやコミュニティグループ、地域住民
グループ、アソシエーション、市民の医療権相談
グループ、障害者支援グループなどの市民社会グ
ループによって設立されたものである。
医療生協は、２００６年の社会的企業促進法におい

ては、社会的企業の事例モデルと見なされている。
同法は、アジアでは初めての社会的企業法であり、
社会的企業をいくつかの種類に区分している。す
なわち、労働参入の社会的企業（対象者の５０％以
上が社会的に不利な人々であること）、社会サー
ビス供給の社会的企業（対象者の５０％以上が社会
的に不利な人々であること）、および両方の混合
型の社会的企業。したがって、医療供給と直接的
関連は少ないが、社会的に不利な人々に対する社
会サービスや労働統合を主たる目的にするもので
ある。近年の議論では、政府による社会的企業に
たいする厳しい統制が批判されている。政府は、
医療生協を含む一部の市民運動に距離を置こうと
しているからである。本論では、この議論には触
れないが、すでに私の別の論文で言及している
（２００９，２０１１）。もう一つ興味ある意見は、医療生
協の本来の原則に関するものであり、最近の長期
介護保険法の議論と絡んでいる。
これらの役割を見ると、より民主的な参加的な

運営方式や女性の参加促進を図るものであり、ま
た医療の費用低減化をはかるものでもある。医療
生協はとりわけ、社会的弱者の社会的統合に貢献
することに重要な役割がある。参加的運営という
点では、民主的ガバナンス（運営）という考えが
重要である。この概念は韓国の組織ではあまり知
られていない概念であったからである。
医療生協は、組合員が出資をし、利用し、運営

するという参加的な組織として、これまで見られ
ないものとして注目を浴びている。それはコミュ

ニティに医療を提供し、医療費を引き下げ、医療
福祉サービス分野に社会的雇用を生み出すもので
ある。
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